
39 果樹・茶支援対策事業
【６，８３０（６，７２３）百万円】

対策のポイント
・ 果樹・茶において、改植等及びこれに伴う未収益期間に対する経費支

援を実施し、産地の体質強化等に向けた品目・品種への転換を促進します。

・ 果樹において、改植以外にも小規模園地整備など産地の構造改革を進め

るほか、計画生産・出荷の推進や需給安定対策、加工流通対策を実施します。

＜背景／課題＞

・永年性作物である果樹及び茶については、資材費高騰や価格の下落等により農業

所得が低下し、収益性が悪化していることから、未収益期間を伴う改植が進まな

い状況となっています。

・果樹産地においては、後継者の減少、高齢化の進展、基盤整備や担い手の規模拡

大の遅れにより、生産基盤の脆弱化が急速に進展しています。

政策目標
○果樹：果樹栽培面積のうち優良品目・品種への転換面積
の増加（0.8％（23年度）→３％（26年度））

○ 茶 ：茶栽培面積のうち優良品種への転換面積の増加
（0.5％（23年度）→3.5％（25年度）

＜主な内容＞

１．果樹・茶における未収益期間対策

果樹及び茶の優良品目・品種への転換、高品質化を加速化するため、産地ぐる

みで改植等を実施した際の未収益期間に対する支援を行います。

２．果樹・茶産地の構造改革や果実の需給安定及び加工流通対策

果樹・茶産地の収益力の強化と農家の経営安定が図られるよう、消費者ニーズ

に対応した優良品目・品種への転換等を進めるとともに、果樹について、小規模

園地整備、計画生産・出荷の推進や緊急的な需給調整対策、自然被害果実の流通

対策、契約取引の強化や加工原料供給の安定化を図るための加工流通対策を総合

的に行います。

補助率：定額、6/10、1/2、1/3

事業実施主体：農業者団体、（公財）中央果実協会

お問い合わせ先：

果樹対策分 生産局園芸作物課（０３－３５０２－５９５７（直））

茶対策分 生産局地域作物課（０３－６７４４－２１１７（直））

［平成25年度予算の概要］



＜改植に要する経費に対する支援＞
・果 樹：２２万円／10a（みかん）

３２万円／10a（りんごわい化栽培）、１６万円／10a（りんご普通栽培）

１／２以内（その他果樹）

・ 茶 ：１２万円／10a

＜未収益期間に対する支援＞
・果 樹：５万円／10a×改植の翌年から４年分（下限面積：５a）

・ 茶 ：【改植】４万円／ 10a×実施年から３年分
【棚栽培を利用した栽培法への転換】４万円／ 10a ×実施年から１年分
【台切り】3.5万円／ 10a ×実施年から２年分

（下限面積：荒茶加工場の単位で、面積が20a又は茶園面積の１割以上 ）

※面積単価×支援年数を初年度に一括交付

（参考１）未収益期間
果樹 ： ５年程度（早期成園の場合）
茶 ： ３年程度

永年性作物である果樹及び茶については、資材費高騰や価格の下落等に
より農業所得が低下し、収益性が悪化していることから、未収益期間を
伴う改植等が進まない状況となっているため、支援対策を実施すること
で改植等を促進し、産地の収益力の強化と農家の経営安定を図る。

競争力のない品種の供給は価格低迷
を招くとともに、品目全体等の価格
にも悪影響。

→優良品目・品種転換が急務。

例：かんきつ
極早生→不知火(デコポン)

【長崎､熊本 他】
りんご

つがる→シナノスイート
【青森､長野 他】

産地でまとまった改植を行い、出荷数量の
確保を図る必要があるが、収益性の悪化に
より取組が進まない状況。

老園化による茶葉の品質低下は茶価格
の低下を招く。

→茶園の若返りが急務。

例：計画的な大規模改植 【静岡 他】
実需者ニーズに即した品種・茶種
への転換
やぶきた→べにふうき【静岡、鹿児島】
やぶきた→おくみどり【奈良】
煎茶→玉露 【京都 他】

荒茶加工場等の単位でまとまった改植等を行
い、品質の向上を図る必要があるが、収益性
の悪化により取組が進まない状況。

果樹産地の状況

果樹・茶の改植等と未収益期間に着目した経営安定対策の推進

茶産地の状況

産地の体質強化に向けた改植等を促進するとともに、
未収益期間に対する支援を実施

（参考２）改植後の育成経費（肥料代など）
果樹 ： 10万円/10a程度
茶 ： ８万円/10a程度
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